
令和 6年 8月 21 日 

第 1 回行政改革審議会 

 資料 7  

 

1 

今後の行政改革のあり方について 

 

第１ はじめに 

 

第５次行政改革は、平成２８年度より推進し令和５年度で終期を迎えた。令和６年度以降は、第７

次瑞浪市総合計画の中で、行政改革を包括的に推進することとし、第７次瑞浪市総合計画“基本計画”

において、計画を推進する上での横断的視点として「行政改革の推進」を示した。 

総合計画に包含するにあたっては、これまでの第５次行政改革大綱にて掲げた「行政の質の向上」

を基本方針として今後も継続する形とし、行政サービスの質と経費バランスを念頭に置きながら、市

民に分かりやすい行政改革を進めることとした。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）みずなみ VISION（総合計画“基本計画”）p-12 
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第２ 推進の概要 

 

これまでの行政改革の取組は、３つの柱、１９の行動計画、そしてこれらに紐づく約１００の具体

的行動計画により構成されていた。具体的行動計画の中には、目標が「実施」や「施行」という数値

目標で示されていないものが散見されるなど、行政改革の推進にあたって効果を示すうえでの課題も

あった。 

第７次瑞浪市総合計画においては、第５次行政改革大綱の３つの柱、１９の行動計画については基

本計画において示しているが、それらに紐づく具体的行動計画については、課題を踏まえた上でスリ

ム化を図り、実施計画において整理している。 

 

 

第３ 行政改革審議会のあり方 

 

行政改革の取組は、令和６年度より第７次瑞浪市総合計画に包含されたことに伴い、行政改革審議

会の取り扱いを以下のとおりとする。 

 

 

〇行政改革審議会 

  構成：学識経験者、公共的団体等の代表、公募による市民 （審議会規則 第２条より） 

 

→ 令和６年度をもって廃止し、総合計画全体を評価する評価委員会を設置し、その中

で評価する。 


